
国等における新たな動向 資料 ５ 

○中古住宅市場活性化ラウンドテーブル 
 中古住宅・リフォーム市場の活性化に向けた基本的方向や取組課題を共有することを目的に、不
動産取引実務・金融実務の関係者が一堂に会し、率直かつ自由な意見交換を実施する場として、平
成25年９月に設置。平成26年３月に、平成25年度における議論を踏まえた報告書をとりまとめ。 

 
 
○個人住宅の賃貸流通の促進に関する検討会 

 個人住宅の賃貸流通や空き家の管理については、賃貸用物件と比べて取引のルールや指針が整
備されておらず、市場の形成は不十分な状態であることから、住宅の適切な管理や賃貸流通の促
進を通じた賃貸住宅市場の整備等を目的として、平成25年９月に有識者による検討会を設置。 
 平成26年３月、所有者（貸主）と利用者（借主）双方のニーズや懸念事項に対応した個人住宅の賃
貸流通に資する指針（ガイドライン）を作成。 

 
 
○空家等対策の推進に関する特別措置法（議員立法として法案検討中）  
  適切な管理が行われていない空き家が防災、衛生、景観等の深刻な影響を及ぼしていることを背
景として、空き家に関する施策を総合的に推進するため、 

   ・国による基本指針の策定や市町村による計画の策定 
   ・市町村における空き家への立入調査権限の付与、所有者把握のための税情報の内部利用 
   ・著しく保安上危険、著しく衛生上有害、著しく景観を損なっている等の空き家に対する除却、修繕

等の措置の指導・助言・命令 
  等が規定されるとのこと。 
  現在、今年度秋の臨時国会への提出をめざし、法案が検討されている。 
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１．中古住宅市場活性化ラウンドテーブル 
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（資料）「中古住宅市場活性化ﾗｳﾝﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ 平成25年度報告書概要」（国土交通省） 



（資料）「中古住宅市場活性化ﾗｳﾝﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ 平成25年度報告書参考資料」 
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（資料）「第２回 中古住宅市場活性化ﾗｳﾝﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ」配布資料 
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（資料）「第２回 中古住宅市場活性化ﾗｳﾝﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ」配布資料 
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（資料）「第２回 中古住宅市場活性化ﾗｳﾝﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ」配布資料 
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２．個人住宅の賃貸流通の促進に関する検討会 
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 個人住宅の賃貸流通や空き家の管理については、賃貸用物件と比べて取引ルールや指針が整備されておらず、市場
の形成が不十分な状態であるため、平成２５年９月に、国土交通省において有識者の検討会を設置。 
 最終報告書をとりまとめ、個人住宅の賃貸流通に資する指針（ガイドライン）、ガイドブックを作成した。 

Ⅰ．取組み推進ガイドライン 

 情報提供や相談窓口の整備など、所有者(貸主)と
利用者(借主)双方のニーズや懸念事項に的確に対

応するため、地方公共団体や地域の事業者が連携
して取り組むべき対策をまとめた指針。 
 
Ⅱ．賃貸借ガイドライン 

 個人が自宅等を賃貸化して事業を営むために、法
制度や契約に関する一定の知識やノウハウが求め
られることから、これまで事業経験のない住宅所有
者でも、少ない負担で円滑に個人住宅の賃貸化（C 
to C）が行いやすくなるための指針。 
 
Ⅲ．管理ガイドライン 

 個人住宅の管理を促し、良好な住宅ストックとして
確保されるとともに、住宅所有者が適切に管理サー
ビスを選択できるよう、契約時の留意事項や管理内
容を定めた指針。 

 報告書（平成26年３月）  個人住宅の賃貸活用ガイドブック（平成26年３月作成） 

「賃貸借契約」と「住宅管理」を中心に、
空き家を活用するための工夫を紹介 


